
～雨水を有効利用してみませんか～ 

＊＊平塚市平塚市平塚市平塚市雨水貯留槽雨水貯留槽雨水貯留槽雨水貯留槽施設施設施設施設購入費補助制度購入費補助制度購入費補助制度購入費補助制度についてについてについてについて＊＊ 

平塚市では、平成１６年４月から限りある資源やエネルギーを有効に活用する市

民の方のニーズに応えるため、環境にやさしい生活スタイル推進事業補助金制度

（エコス補助金制度）を実施しています。制度のメニューの一つとして雨水貯留槽

施設を設置する市民の方に費用の一部を補助します。 

 

１ 補助金の対象となる方 

   平塚市内の住宅（店舗や事務所等の併用住宅、共同住宅も含みます。）に居

住している方又は居住を予定している方で、当該住宅に雨水貯留槽施設を設

置する方 

２ 補助金の対象となる雨水貯留槽施設 

   貯留槽本体の容量が１００リットル以上あり、雨どいからの集水管及び雨水

ます等への排水管から構成されるもの  

３ 補助金額 

   雨水貯留槽施設１基につき、購入価格（消費税、設置工事費及び送料等は補

助対象にはなりません）の２分の１以内の額とし、３０，０００円を限度と

して補助します。ただし、補助金の交付金額に１００円未満の端数が生じた

場合は、その端数金額は切り捨てます。 

 例１ 購入価格７０，０００円（消費税除く）の貯留槽施設を購入する場合 

     ７０，０００円×２分の１＝３５，０００円＞３０，０００円  

                      補助金額３０，０００円 

 例２ 購入価格５５，０００円（消費税除く）の貯留槽施設を購入する場合 

     ５５，０００円×２分の１＝２７，５００円＜３０，０００円  

                      補助金額２７，５００円 

４ 事前届出 

   購入を希望される雨水タンクが決まりましたら、申請の前に平塚市土木総務

課下水道総務担当まで届け出てください。 

 

５ 申請の手続き 

   平塚市環境にやさしい生活スタイル推進事業補助金交付申請書（第１号様

式）に次の書類を添えて提出してください。 

    ①案内図、平面図  

②購入する雨水貯留槽施設の見積書の写し（ホームセンター等で購入する

場合も必要です。） 

③購入費用の領収書 

④市税等の納入確認同意書 

⑤賃貸住宅の場合は貸主の同意書、共同住宅の場合は管理組合の同意書 

 

 

 



６ 交付決定 

   提出された書類を審査後、支障がなければ補助金交付決定通知書を送付いた

します。  

７ 完成検査 

   ご自宅に伺い、雨水貯留槽施設の完成検査を行います。 

８ 補助金の請求 

完成検査後、請求書を提出してください。後日、指定の口座に振り込みます。 

９ その他 

・ 補助金の交付は、一戸の住宅につき１基限りとします。 

・ 購入する雨水タンクが決まりましたら、購入する前に、市役所土木総務課に

届け出ていただき、補助対象になるか確認してください。その後、交付申請

書を提出してください。 

・ 雨水貯留槽施設は、屋外で建物の雨樋に設置するものですから、雨樋の形状・

サイズによっては設置が困難な場合もあります。（詳しくは販売者に御相談く

ださい。）なお、雨水が貯留槽本体からあふれないように設置してください。 

 ・ 申請資格の審査において、市税等の納付状況を確認しますので御了承くださ

い。 

 ・ 補助金を受けた方に、雨水貯留槽施設の使用状況等を後日お尋ねすることが

あります。 

 ・ 本市が行なう環境に関する施策への御協力をお願いすることがあります。 

補助金交付申請の流れ 

                  

販 売 者         申 請 者       市役所土木総務課 

       ①事前届出→ 

②雨水貯留槽購入・ 

 設置→ 

③見積書・領収書の交付→ 

④補助金申請書→ 

←⑤補助金交付決定通知書 

←⑥現地確認検査 

                ⑦請求書の提出→ 

                             ←⑧補助金の支払い 

                                  

                                                      

申請・問い合わせ先 平塚市役所土木総務課下水道総務担当 

                   ＴＥＬ ０４６３－２３－１１１１ 

                       内線 ２４４８ 

 


